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用語 

生産緑地 生産緑地法（昭和 49 年法律第 68 号）第３条の規定により、生産

緑地地区として指定されているもの 

生産緑地の貸借制度 特定農地貸付に関する農地法等の特例に関する法律（平成元年法

律第 58 号）または都市農地の貸借の円滑化に関する法律（平成

30 年法律第 68号）に基づく生産緑地の貸借 

実施要綱 都市農地活用推進モデル事業実施要綱（平成 31年４月１日付 30

産労農振第 2752 号） 

実施要領 生産緑地を活用した体験農園等普及事業実施要領（令和６年４月

１日付６産労農振第 149 号） 

交付要綱 生産緑地を活用した体験農園等普及事業補助金交付要綱（令和６

年４月１日付６産労農振第 150 号） 

処分制限期間 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40年大蔵省令第

15 号）に定められている耐用年数 
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１ 事業の概要・目的 

  生産緑地地区指定から 30年を経過した農地の買取申出が可能となる 2022 年には、こ

れまで以上に生産緑地が減少することが懸念されました。そのため、都は、都市農地の

活用モデルとして、都市農地の貸借の円滑化に関する法律の施行により可能となった生

産緑地の貸借制度を活用した農園である「わくわく都民農園小金井（以下、「モデル農

園」という。）」を開設し、公募及び選定の結果、一般社団法人小金井市観光まちおこし

協会が運営を行っています。 

上記懸念については、特定生産緑地制度の創設による対応がとられましたが、引続き

生産緑地の減少には歯止めがかからない状況です。そこで、生産緑地の貸借制度により

借り入れた農地を活用して、都市農地保全と「農」を通じた多世代交流・地域交流の活

性化を併せて進める体験農園等を整備・運営する際の経費に対し支援を実施することに

より、モデル農園と同様の取組について都内への波及を図り、都市農地の活用と保全を

加速していきます。 

あわせて、本事業はモデル農園の運営事業者である一般社団法人小金井市観光まちお

こし協会への委託により、生産緑地を活用した体験農園の開設を検討する方向けの相談

窓口をモデル農園に設置し、開設及び運営で培ったノウハウをもとに相談内容に応じた

助言を行うアドバイザー派遣を実施しています。 

 

 

２ 事業スキーム 
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３ 補助対象事業・補助要件 

（１）都内において生産緑地の貸借制度を活用した生産緑地の借り入れをするものである

こと 

※農園開設時までに生産緑地の貸借契約を締結してください。貸借期間に関する定め

はありませんが、補助対象期間内に貸借契約が終了し更新されない場合は、途中で

補助要件を満たさないこととなるため、補助金交付決定の取消や補助金返還となる

ことに注意してください。 

（２）（１）により借り入れた生産緑地において、農園を開設・運営（しようと）するも

のであること 

※「開設」とは、原則新規開設を指しますが、運営内容の変更を伴うリニューアルも

対象となる場合があります。詳しくは事前にご相談ください。 

※経営者の交代やこれに準ずる場合は「新規開設」にあたりません。個別のケースに

ついては、事前にご相談ください。 

（３）開設した農園において都市農地保全と「農」を通じた多世代・地域交流の活性化を

併せて進める新たな取組を行うこと 

 

 

４ 補助対象者（事業実施主体） 

（１）地方自治体 

（２）法人 

（３）個人事業主 

※（１）～（３）に該当する場合であっても、親族や関係会社間の貸借等会計処理状

況等に照らし生産緑地所有者と同一またはそれに準ずる関係と考えられる場合に

は、補助対象外となることがあります。 

 

 

５ 補助対象期間 

交付決定日（交付決定通知日）から、令和８年３月 31日まで。 

※補助事業に対する事業費等の支払がすべて完了していなければなりません（クレジッ

トカードによる支払の場合は、口座引落をもって支払完了となります。）。 

※実施要領第９に規定する補助金交付決定前着手届が提出されている場合は、交付決定

日前に遡って補助対象期間となる場合があります。 
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６ 補助対象経費 

（１）農園の整備に関する費用 

経費 経費内容 

工事に関する経費 

 設計等に必要な経費 ・設計費用（測量、地盤調査等付随調

査を含む） 

・コンサルタント費用 等 

整備に必要な経費 ・整地・区画造成費用 

・農業施設整備費用（パイプハウス、

井戸、灌水設備、農業機械倉庫、堆

肥置場等） 

・付帯設備設置費用（フェンス・防犯

設備、休憩施設、トイレ、電気・上

下水道等） 

・既存樹木等伐採費用 

・工事に伴う廃棄物処理費用 等 

※修繕費を除く 

備品に関する経費 

 備品購入に関する経費 ・農業機械（耕うん機、管理機、ウッ

ドチッパー等） 等 

※軽トラック等汎用性の高いものを除

く 

 

（２）農園の運営に関する費用 

経費 経費内容 

人件費 

 人件費 ・職員給与 

・法定福利費 

・社会保険料 

・講師料 等 

※農園おいて直接業務に従事する者の

み対象とする（業務量及び対価を客

観的に証明できる書類を添付するこ

と） 

その他運営に必要な経費 
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経費 経費内容 

 消耗品費 ・肥料代 

・農具代 

・栽培用消耗品代 

・苗・種苗代 

・その他、農園運営、農園におけるイ

ベントの開催に必要な消耗品 等 

※パソコン、タブレット、デジタルカ

メラ、プリンタ、携帯電話等汎用性

の高いものを除く 

印刷製本費 ・利用者への周知を目的としたパンフ

レットやチラシ等を印刷する費用 

等 

通信運搬費 ・利用者へ送付する会報等の郵送費 

・市民交流イベント等の開催に必要と

なる資材等の運送費 等 

※農園運営以外に使用している電話、

FAX、インターネット通信費及びサ

ーバ管理・運営費を除く 

広告料 ・イベント案内、利用者募集等を行う

ための新聞、雑誌、WEB 等への広告

掲載費 等 

※事業実施主体が運営する媒体への広

告掲載料 

委託料 ・農園の管理・運営委託料 

・パンフレットやチラシ等のデザイン

委託料 

・ＷＥＢサイト作成の委託料 等 

使用料及賃借料 ・生産緑地賃借料 

・会議室等賃借料 

・備品等の使用料（リース料） 等 

※事業実施主体及びこれに類する主体

の事務所賃借料、使用料等を除く 

旅費 ・講師等の派遣に必要な交通費 等 

その他 ・光熱水費（農園以外（事業実施主体

の事務所等）の光熱水費を除く） 
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（３） 補助対象としない取組等 

補助対象としない取組 

 ①国、東京都、他の地方自治体が実施する他の補助金の対象となっている取組

に関する経費 

②事業実施主体が自費又は他の補助により実施中の事業を本事業に切り替える

ものに関する経費 

③事業実施主体が既に同一区市内において本事業の補助金を活用した取組を実

施している場合における後続の取組に関する経費 

④修繕等に関する取組に関する経費 

⑤公序良俗に反する取組に関する経費 

⑥親会社、子会社、グループ企業等関連会社並びに生産緑地貸主及びこれに類

する者（以下、「利害関係者等」という）へ支払われた経費（ただし、生産

緑地賃借料等利害関係者等に支払うことがやむを得ないと考えられる経費を

除く） 

本事業の実施に必要な経費であっても補助対象としない取組 

 ①事業実施主体の維持管理経費 

②補助対象となる業務以外に係る人件費 

③ポイント等金銭に代わるものにより支払いが行われている経費 

④飲食費、金券や菓子等による謝礼 

その他補助対象としないもの 

 ①工事等の完了、納品、支払いずれかが翌年度となる場合 

②支出を確認できる書類のないもの 

③経費の区分ができないもの（他の経費と一括で請求され、明細書等の確認が

できない場合等） 

④消費税、自動車税、固定資産税、印紙税等の税金 

⑤振込手数料、代引手数料、申請手数料等の各種手数料 

 

 

７ 補助率・補助上限額 

（１）農園の整備に関する費用 

①補助率 

・補助対象経費の２分の１以内 

②補助上限額 

・1,000 万円（補助対象事業費上限 2,000 万円） 

※補助金の千円未満は切り捨て 
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（２）農園の運営に関する費用 

①補助率 

・１年目：補助対象経費の３分の２以内 

・２年目：補助対象経費の２分の１以内 

・３年目：補助対象経費の３分の１以内 

②補助上限額 

・１年目：1,000 万円（補助対象事業費上限 1,500 万円） 

・２年目： 750 万円（補助対象事業費上限 1,500 万円） 

・３年目： 500 万円（補助対象事業費上限 1,500 万円） 

※補助金の千円未満は切り捨て 

※農園の運営に関する費用は、最大３年間申請可能（単年度ごとの申請が必要となり

ます） 

 

【農園の運営に関する費用の補助対象期間の考え方について】 

農園の運営に関する費用は、本事業の農園の整備に関する補助の申請の有無を問わ

ず、整備を実施する年度から農園開設初年度までの間の年度のうち任意の年度を１年目

として申請することが可能です。 

なお、本事業の補助金を申請し複数年度にまたがって農園整備を実施する場合、補助

金の申請を行わずに農園の整備を実施する年度についても、農園の運営に関する費用の

１年目とすることができます（例３）。 

また、農園の整備を実施しない場合は、農園の開設年度が農園の運営に関する費用の

補助期間に含まれている必要があります（例４）。 

主な例については、以下を参考にしてください。 

 

  （例１）農園整備を令和７年度に実施し、令和８年度に農園を開設する場合 

 令和７年度 

（農園整備） 

令和８年度 

（農園開設） 
令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

○ １年目 ２年目 ３年目 － － 

○ － １年目 ２年目 ３年目 － 

× － － １年目 ２年目 ３年目 

 

（例２）農園整備及び農園開設ともに令和７年度に実施する場合 

 令和７年度 

（農園整備・農園開設） 
令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

○ １年目 ２年目 ３年目 － － 

× － １年目 ２年目 ３年目 － 
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（例３）令和７年度に設計、令和８年度に工事を実施するが、農園の整備に関する費

用の補助金は令和８年度のみ申請し、令和９年度に農園を開設する場合 

 令和７年度 

（設計） 

令和８年度 

（工事）※補助申請 

令和９年度 

（農園開設） 
令和 10 年度 令和 11 年度 

○ １年目 ２年目 ３年目 － － 

○ － １年目 ２年目 ３年目 － 

○ － － １年目 ２年目 ３年目 

× － － － １年目 ２年目 

 

（例４）農園整備は行わず、令和 10 年度に農園を開設する場合 

 
令和７年度 令和８年度 令和９年度 

令和 10 年度 

（農園開設） 
令和 11 年度 

○ － １年目 ２年目 ３年目 － 

○ － － １年目 ２年目 ３年目 

○ － － － １年目 ２年目 

× １年目 ２年目 ３年目 － － 

 

 

８ 申請期間 

  令和７年８月６日（水）から令和７年 11 月 28 日（金）まで。 

※上記期間の申請に基づく交付決定状況に応じて、再度申請期間を設ける可能性があ

ります。 

※事前相談は、上記申請期間に関わらず受け付けます。 

※申請方法等については、「11 申請手続」を参照してください。 
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9 補助金交付までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※赤字は、補助金申請者が実施する手続です。 

※事前相談に時間を要する場合がありますので、余裕をもって事前相談を行ってくだ

さい。 

※実施状況報告書は、四半期ごとに提出してください。 

 

 

10 事前相談 

  モデル農園に相談窓口を設置しています。相談窓口の運営は、東京都からの委託により、

モデル農園の運営事業者である一般社団法人小金井市観光まちおこし協会が行っていま

す。 

  農園の開設や本補助金の活用について事前相談を希望される場合は、以下のリンク先

ＨＰにあります「ご相談・お問い合わせ」フォームに必要事項を記載のうえ送信していた

だくか、電話（042-208-3413）にてお問い合わせください。 

 ※補助金の申請先は「11 申請手続  （２）申請方法」のとおり、東京都となりますので

ご注意ください。 

 【参考】 

リンク：https://wakuwaku-advice.koganei-kanko.jp/ 

 

 

11 申請手続 

（１）提出書類 

①実施要領第５の１に規定する事業実施計画書及びその添付書類 

②交付要綱第４の１に規定する補助金交付申請書及びその添付書類 

③交付要綱第４の３に規定する誓約書 

※着手が遅くなることにより事業の遂行が困難になる等のやむを得ない事情により交
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付決定前に着手する必要がある場合は、実施要領第９の１に規定する補助金交付決

定前着手届 

 

（２）申請方法 

・追跡可能な方法で郵送してください。 

【提出先】 

〒163-8001 

東京都新宿区西新宿２－８－１ 都庁第一本庁舎 21 階南側 

東京都産業労働局農林水産部農業振興課都市農地保全担当 

電話番号：03-5000-7186（担当直通） 

※別途電子データでの提出をお願いする場合があります。 

 

 

12 申請後の流れ 

（１）審査会による審査 

申請期間終了後に「生産緑地を活用した体験農園等普及事業審査会」による審査を行

います。申請者は、審査会に出席していただき申請内容についてプレゼンテーションを

行っていただくことがあります。審査は、申請書類及びプレゼンテーションに基づき行

います。 

 

（２）交付決定 

（１）の審査等を経て、適当と認められるときは交付決定を行い、交付決定通知書に

より、申請者あてに通知します。 

※申請額と交付決定額とは異なる場合があります。 

※審査等の結果、申請内容が適当と認められないときは、申請者あてにその旨の通知を

行います。 

※交付決定額は、補助金の上限を示すものです。事業完了後に実績報告書の提出を受け、

完了検査を経た後に補助金交付額を確定します。詳しくは、（４）～（６）をご覧く

ださい。 

 

（３）事業実施 

①事業の着手 

補助対象事業の開始は、交付決定日以降となります。対象となる契約（生産緑地の貸

借契約を除く）の締結や物品の購入等は、必ず交付決定日以降に行ってください。交

付決定日前に契約締結や購入等を行った場合には、補助金の対象となりません。ただ

し、実施要領第９に規定する補助金交付決定前着手届が提出されている場合は、交付
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決定日前に遡って補助金の対象となる場合があります。 

②事業の変更等 

補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、交付要綱第７の１に規定す

る変更承認申請書（別記様式第４号）を提出し、知事の承認を得てください。 

軽微な変更を除き、承認を得ずに内容等の変更が行われたと認められる場合には、そ

の変更を行った事業については補助金の対象外となります。 

また、必要な場合には、変更承認申請書の内容について、「生産緑地を活用した体験

農園等普及事業審査会」による審査を行います。 

所在地や代表者等に変更があった場合には、速やかにその旨を交付要綱第７の３に

規程する補助事業者等変更届（別記様式第５号）により知事あてに届け出てください。 

③事業の実施状況報告 

交付決定日以降、当該年度の各四半期の末日時点における事業の実施状況について、

交付要綱第 10の１に規定する実施状況報告書（別記様式第８号）を各四半期の翌月

末日までに知事あてに提出してください。 

 

（４）実績報告 

補助事業が完了したときは、速やかに交付要綱第 12 に規定する実績報告書（別記様

式第９号）を知事あてに提出してください。 

※「完了」とは、補助事業に対する事業費等の支払がすべて完了していることを指しま

す。 

※実績報告書は、補助金の対象となる年度の末日（令和８年３月 31日）までに提出す

る必要があります。 

 

（５）完了検査 

（４）で提出された実績報告書に基づき、完了検査を実施します。ただし、必要に応

じて都職員による現地調査（現場確認、証拠書類の原本照合等）を実施します。 

 

（６）補助金交付額の確定 

（５）による検査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定内容等に適合する

と認めた場合には、補助金交付額を確定し、交付要綱第 13の１に規定する書面（別記

様式第 10号）により補助事業者等に通知します。 

※補助金の確定額は、交付決定額の範囲内で、事業に要した経費のうち、補助対象とな

る経費に補助率を乗じて得た額（千円未満の端数は切捨て）と交付決定額のいずれか

低い額となります。 

 

（７）補助金の請求及び支払 

（６）の補助金交付額の確定通知を受けたときは、交付要綱第 15の２に規定する補
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助金請求書（別記様式第 11 号）を知事に提出してください。 

補助金の支払は、金融機関への振込により行います。補助金交付請求書とあわせて、

支払金口座情報登録依頼書を提出してください。 

※支払金口座情報登録依頼書は、以下のリンク先ＨＰからダウンロードすることがで

きます。 

【参考】 

リンク：https://www.kaikeikanri.metro.tokyo.lg.jp/noufu-uketori/keiyaku 

※過去に東京都からの支払を受けたことがある場合は、既に支払金口座情報が登録さ

れている可能性がありますので、お問い合わせください。 

 

13 補助金交付後の留意事項等 

（１）関係書類の保存 

補助事業に係る関係書類及び帳簿類については、補助事業完了の日が属する会計年

度の終了後５年間保管することが義務付けられています。 

 

（２）実施報告書の提出 

補助対象事業の完了の翌年から５年間、毎年５月末までに、当該事業実績及び利用状

況について記載した実績報告もしくは年度報告を実施要領第８に規定する実施報告書

（別記様式第２号）を知事に提出してください。 

※あわせて、都職員による現地調査を行うことがあります。 

 

（３）取得財産の管理、財産処分の制限等 

①取得財産の管理等 

本事業で整備した施設及び取得した備品等の財産については、補助対象事業が完了

した後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助交付の目的

に従って効率的運営を図ることが義務付けられています。 

②財産台帳の整備 

取得した財産については、交付要綱第 20 の２に規定する財産管理台帳（別記様式第

14 号）を作成、その他関係書類とあわせて処分制限期間を経過するまで管理保管す

ることが義務付けられています。 

③財産処分の制限 

本事業で整備した施設及び取得した備品等の財産については、処分制限期間の経過

前に、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に

供するなどの処分を行う場合は、原則として交付要綱第 20の３に規定する財産処分

承認申請書（別記様式第 15 号）により知事に申請し、あらかじめ知事の承認を得る

必要があります。 
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※承認にあたり、補助金相当額の全部または一部を納付していただく場合があります。 

※知事の承認が不要となる場合もありますので、処分を行う場合は、お問い合わせくだ

さい。 

 

（４）補助金交付決定の取消、補助金の返還 

以下のいずれかに該当した場合には、補助金額の確定をした後であっても、交付決定

の全部または一部を取り消すことがあります。取り消した場合に、既に補助金が交付さ

れているときは、期限を定めて補助金の返還をしていただきます。 

①偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

②補助金をほかの用途に使用したとき。 

③交付決定を受けた者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員、使用人、従業員、

構成員等を含む。）が、暴力団等に該当するに至ったとき。 

④その他補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件、その他法令若しくは交付

決定に基づく命令に違反したとき。 

 

（５）収入があった場合の補助対象経費 

補助事業の実施により、事業実施期間内に収益が生じたと認めたときは、補助事業者

等に対して交付した補助金の全部または一部に相当する金額を都に納付していただく

ことがあります。 

 

 

14 その他 

情報公開の観点から、事業完了後に、事業名、事業実施主体名、補助金額等を公表するこ

とがあります。また、東京都が必要に応じて実施するアンケート等調査に協力していただく

ことがあります。 


